
 

広島県水道広域連合企業団特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年２月２日 

   広島県水道広域連合企業団企業長 横 田 美 香 

広島県水道広域連合企業団条例第３号 

広島県水道広域連合企業団特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

第１条 広島県水道広域連合企業団特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条

例（令和５年広島県水道広域連合企業団条例第16号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

                                           

（給与の額等） 
第３条 （略） 
２ （略） 
３ （略） 
⑴ 地域手当の月額は、給料の月額に、100
分の8を乗じて得た額とする。 

⑵―⑹ （略） 
 

（給与の額等） 
第３条 （略） 
２ （略） 
３ （略） 
⑴ 地域手当の月額は、給料の月額に、100
分の7.5を乗じて得た額とする。 

⑵―⑹ （略） 
 

第２条 広島県水道広域連合企業団特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条

例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

                                           

（給与の額等） 
第３条 （略） 
２ （略） 
３ （略） 
⑴―⑶ （略） 
⑷ （略） 
ア （略） 
イ ６月１日に係る期末手当 
（ア） 在職期間が３箇月の場合 100分

の157.5 
（イ） 在職期間が２箇月15日以上３箇月

未満の場合 100分の126 
（ウ） 在職期間が１箇月15日以上２箇月

15日未満の場合 100分の94.5 
（エ） 在職期間が１箇月15日未満の場合 

100分の47.25 
ウ 12月１日に係る期末手当 

（給与の額等） 
第３条 （略） 
２ （略） 
３ （略） 
⑴―⑶ （略） 
⑷ （略） 
ア （略） 
イ ６月１日に係る期末手当 
（ア） 在職期間が３箇月の場合 100分

の155 
（イ） 在職期間が２箇月15日以上３箇月

未満の場合 100分の124 
（ウ） 在職期間が１箇月15日以上２箇月

15日未満の場合 100分の93 
（エ） 在職期間が１箇月15日未満の場合 

100分の46.5 
ウ 12月１日に係る期末手当 



 

（ア） 在職期間が６箇月の場合 100分
の157.5 

（イ） 在職期間が５箇月以上６箇月未満
の場合 100分の126 

（ウ） 在職期間が３箇月以上５箇月未満
の場合 100分の94.5 

（エ） 在職期間が３箇月未満の場合 
100分の47.25 

 ⑸―⑹ （略） 

（ア） 在職期間が６箇月の場合 100分
の155 

（イ） 在職期間が５箇月以上６箇月未満
の場合 100分の124 

（ウ） 在職期間が３箇月以上５箇月未満
の場合 100分の93 

（エ） 在職期間が３箇月未満の場合 
100分の46.5 

 ⑸―⑹ （略） 

  

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は公布の日から施行

し、令和７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 第２条の規定による改正後の広島県水道広域連合企業団特別職の職員等の給与、旅費

及び費用弁償に関する条例（以下「改正後特別職条例」という。）の規定を適用する

場合においては、第２条の規定による改正前の広島県水道広域連合企業団特別職の職

員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、

それぞれ改正後特別職条例の規定による給与等の内払とみなす。 

 


